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令和元年度第２回総合教育会議議事録 

 日   時  令和元年１１月２２日（金） 午後３時３０分～午後５時５分 

 場   所  秦野市役所教育庁舎大会議室 

 出席委員 

秦野市長 高橋 昌和 

教育長 内田 賢司  教育長職務代理者 飯田 文宏 

委 員 髙槗 照江  委 員 片山 惠一  委 員 牛田 洋史 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 佐藤 直樹 

文化スポーツ部長 佐藤 正男 

教育部参事兼  

教 職 員 課 長 福島 正敏 

教育総務課長 守屋 紀子 

学校教育課長 久保田 貴 

中学校給食担当課長 上條 秀香 

教育指導課長兼  

教育研究所長 近藤 順子 

生涯学習課長 五味田直史 

図 書 館 長 田中 和也 

教育総務課課長代理 吉田 浩成 

 

 傍聴者   名 

 

教育部長 定刻となりましたので、ただ今から令和元年度第２回総合教育

会議を開催いたします。 

それでは、お手元にお配りしてございます会議次第に沿って進

めてまいります。 

まず、開会に当たりまして、高橋市長よりごあいさつをお願い

いたします。 

 

高橋市長 皆様、こんにちは。 

本日は大変お忙しい中、また、お足元の悪い中、ご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。 

今年度２回目となります本日の会議では、次第でお配りをした

とおり、教育水準の改善・向上、それから、食育の推進、幼児教

育のあり方、教職員の働き方改革、この４つのテーマについて、

教育委員の皆様のご意見をお聞きして、今後の方向性を共有でき

ればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育部長 ありがとうございました。 

ここから議題に入るわけでございますが、進行につきましては、
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秦野市総合教育会議運営要綱第２条第２項の規定により、市長が

行うこととされておりますので、高橋市長、よろしくお願いいた

します。 

 

高橋市長 それでは、次第に従い進めてまいりたいと思います。 

 

【議題（１）教育水準の改善・向上について】 

まず、最初に「教育水準の改善・向上について」を議題といた

します。 

教育水準の改善・向上につきましては、私が公約に掲げた一つ

として、昨年度の総合教育会議から意見交換を続けてきておると

ころでございますが、本年度も引き続き、教育分野の重要課題と

考えておりますので、教育委員の皆様のご意見をお聞きして、現

状あるいは今後の方向性を共有したいと思います。 

最初に、全国学力・学習状況調査の結果及び分析について報告

を受けたいと思いますが、事前に受けた報告によりますと、特に

小学校については非常に残念な結果だということでございます。

今回の総合教育会議の意見も含めて、特に小学校の先生方にはし

っかりと伝えていただきたいと考えております。 

それでは、教育指導課長から、今年度の調査結果及び分析の概

要について説明をお願いしたいと思います。 

 

教育指導課長兼 

  教育研究所長 

私から、今年度の全国学力・学習状況調査につきまして、資料

１を使ってご報告させていただきたいと思います。 

結果につきましては、今年度も昨年度同様、７月末に結果の送

付がございましたので、結果を受けまして、結果分析活用検討委

員会を組織し、本市の児童生徒の学力・学習状況を把握、分析い

たしました。検討委員会のメンバーといたしましては、大学教授

２名と管理職２名を含む教職員５名となっております。 

なお、お手元の資料は、１１月８日に教育委員会といたしまし

てホームページ等に公表した内容となっております。 

本年度の本市の結果につきましては速報で一部お伝えいたしま

したが、資料５の（１）教科の正答率の記載の欄をご覧ください。

中学校では改善傾向が顕著で、特に、速報値ではお伝えできませ

んでしたが、英語に関しましては、機材の不具合等で実施ができ

なかった自治体もあるため、あくまで参考値ですが、「話すこと」

調査を含んだ結果が全国平均と並ぶことができました。また、５

の（２）が質問紙の調査で、本市の教育プランが指標としており
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ます学習意欲の部分で、中学校では国語、数学ともに「好き」と

答えた生徒の割合が全国同様からそれを上回る状況になっており

ます。 

一方、小学校につきましては、まず、国語につきまして秦野市

が５６、神奈川県が６１、全国が６３．８となっており、今年度

はマイナス７．８ポイントで、昨年度がマイナス４．２ポイント

であったことを考えますと大きく課題が残る結果となっておりま

す。小学校の算数につきましても記載のとおりの結果となってお

りまして、全国との差で申し上げますと、本年度はマイナス 

４．６ポイントで、昨年度がマイナス４．５ポイントでしたので、

国語同様、さらに踏み込んだ対応が必要であると考えております。 

私からは以上です。 

 

高橋市長 ありがとうございました。 

ただいま説明がありましたけれども、委員の皆様からご意見、

ご質問などがございましたらお願いしたいと思います。いかがで

しょうか。 

 

牛田委員 私から、資料１の感想、意見ということで少しお話をさせてい

ただきたいと思います。 

今、教育指導課長から話があったとおり、５番の（１）教科に

関する調査の平均正答率が、中学校では「話すこと」を加えた推

計値ではありますが、全国平均に達しているというお話がござい

ました。また、（２）のところの質問紙に関する調査ですが、中

学校では国語が好き、数学が好きという質問紙による回答は、こ

れも全国平均値あるいはそれ以上ということで、一定の評価をし

ていいのではないかと思っています。 

このことは、中学校の英語について、正答率については、子ど

もの努力はもちろんのこと、やはり家庭の協力、それから、市教

委と学校が一体となって取り組んだ成果であるのではないかと考

えているところでございます。 

一方、残念だったことは、この資料１の一番下の枠の中で括ら

れているところの２行目ですが、「小学校については、平均正答

率・学習意欲とも全国平均との差が開く結果となっています。」

という評価なのですね。このことについては、今後、もう既に進

めていらっしゃるかと思いますが、回答状況をしっかり検証され

て、また、その結果を学校と情報共有しながら具体的な施策を考

えていく必要があるのではないかと思います。 
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それと、この調査結果と裏面の質問紙のデータと必ずしも一致

するとは言い切れませんけれども、裏面にあるところの質問紙調

査結果の小学校の枠の中の下から５番目「学校以外で１時間以上

勉強している」という問いに対して、全国平均６６．１％、とこ

ろが本市が５６．６％という値になっています。それで、中学校

のほうでは、同じ質問で下から６番目ですが、「学校以外で１時

間以上勉強している」と答えている生徒は、全国６９．８％に対

して、本市の子どもたちは７０．２％ということで、全国平均を

上回っている結果がここで確認できます。 

そうしますと、やはり小学校の今回の調査結果、中学校の今回

の調査結果、正答率ですけれども、自分で計画を立てて勉強する

という、やはり家庭学習の充実、学習習慣が大事ではないかとい

うことが、この質問紙上の調査結果と、そして、学習状況調査の

正答率との関係性を考えたときに、繰り返しになりますが、家庭

学習の充実あるいは家庭での学習習慣が大事ではないかという感

想を持ちました。 

 

高橋市長 ありがとうございます。確かに、小学校の方は１０ポイントの

差、今おっしゃいましたけれども、中学校はそれに比べて全国平

均を上回っているということで、家庭学習の充実というものが大

変大事なことなんだろうと思います。 

ほかにはいかがでしょうか。 

 

髙槗委員 私も、今、牛田委員が指摘されたことと同じようなことになっ

てしまうのですが、小学校の質問紙で、「学校以外で１時間以上

勉強している」という項目で全国平均を１０ポイントも下回って

いるということは、学校はもちろんのこと、家庭でもそこを重く

受けとめていただきたいことだと感じております。 

特に漢字についてですが、ここ数年、書くことに問題があると

いう分析結果が出ているのですね。それで、国語の力を上げる場

合に、漢字の習得は繰り返し学習するということで、その気にな

れば割と短時間で身につくものではないかという気がしているの

です。それで、国語の読む、書くという力は、他の教科を学ぶ際

にも基礎となる本当に大切な部分ですので、私は、漢字の習得に

当たっては、もっと何か具体的な策を明確にして取り組む必要が

あるのではないかという気がしております。 

たしか昨年、秋田県大館市を視察したときにでも、国語科では、

学校の時間内に１０分とか１５分読書の時間を取り入れていまし
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たし、また、漢字の勉強なども、朝ドリルの時間として時間を確

保していたような記憶がありますので、具体策を考えて学習指導

の中に取り入れていくことも大切なのではないかという気がして

おります。これは私個人の意見ですので、ご一考いただければあ

りがたいと思います。 

 

教育指導課長兼 

  教育研究所長 

ご意見ありがとうございます。現在、秦野市の小学校でも朝読

書の時間を、とても短い時間ですが取り入れている学校ですとか、

漢字練習につきまして、ドリルの宿題を出すような取組が行われ

ているのではないかと思っております。特に漢字練習につきまし

ては、学校でもかなり時間をかけておりまして、宿題などを通し

まして家庭学習等でも実際取り組んでいる部分ではございます

が、特に全国学力・学習状況調査の中で求められております、文

章の中で熟語として意味を意識しながら漢字を使っていく、これ

が今、新しい学習指導要領でまさに求められている活用の部分に

なろうかと思うのですが、そこの弱さが表れてきている部分では

ないかと考えております。 

実際に文章を書く時間を確保すること、本を読むことなども、

子どもたちの語彙力を高めたり、漢字にふれあう機会を増やした

りするのには非常に重要だと考えております。 

ご指摘いただきました点を具体的な対策として、展開も検討し

ていく必要があると考えております。ありがとうございました。 

 

片山委員 中学校の特に英語についてですが、私も、全国平均に近づいて

いるということ、また、特に話すことに関しては全国平均そのも

のですので、これは先生方の努力の結果の表れであると評価して

います。 

また、東海大学や上智短大などをはじめとする地域の方々のご

協力をいただいておりますし、さらに、スピーチコンテスト、ま

たパサデナ友好協会など市民力とでも言うべき環境が英語力の向

上に大きく貢献してくれていると思います。 

一方、小学校の算数についてですが、「算数が好き」という学

習意欲とでもいうべき点数が全国に比べて１０ポイントほど低い

ということですけれども、正答率の低下が５％弱に留まっていま

す。明確な理由はわかりませんが、実際に数学の授業を見学させ

ていただいた際、それはグループ活動の時間だったのですけれど

も、授業内容を理解している余裕のあるお子さんが、つまらない

顔をして時間を過ごしているようにちょっと見えました。こうし



 6 

たお子さんの力を借りて授業を活性化していくなど考えてもよろ

しいのではないかと思っています。 

市内には１３の小学校がありますので、それぞれの学校がそれ

ぞれ特徴のある授業を展開して、学力向上につなげていただけれ

ばうれしいと思います。 

 

高橋市長 ありがとうございます。今後の改善策といいますか、そういう

ことを考えると、家庭学習の重要性あるいは具体的な対策、それ

と、詳しい分析ということが改善策として考えられるのでしょう

か。 

所管課としては、そのあたり、特に対策はどうなんでしょうか。 

あと、中学校に比べて小学校の調査結果が思わしくないという

ようなところで、小学校の危機感でございますが、中学校に改善

傾向が出てきたということは非常にいいことなわけですけれど

も、小学校のほうで、その状況について危機感を感じていられる

のかどうか。 

 

教育指導課長兼 

  教育研究所長 

先ほどもご報告させていただきましたが、特に小学校の結果に

つきましては大変危機感を感じております。機会あるごとに教育

長、部長からもこの点についてはご指摘いただいておりますので、

学校のほうでも危機感については大分伝わっているのではないか

と考えておるところです。 

その上で、まず家庭学習の部分ですが、昨年度、教育委員の皆

様には秋田県に視察に行っていただきまして、家庭や地域の取り

組む空気のようなものについてご助言をいただきました。昨年以

上に家庭の協力を得られるように、各家庭に向けた現在「家庭学

習ノート」、仮の名前ですが、それの作成を、部会を立ち上げま

して進めております。本当に小学生につきましては、牛田委員ご

指摘のとおり、自分で計画を立てて勉強するという点におきまし

て全国に及んでおりません。また、学習意欲が高まり、好きと思

える子どもたちの主体的な学びの姿につながり、結果として、教

科に関する調査の結果にも反映されてくるものと考えておりま

す。 

家庭学習ノートにも、そういう狙いをもちまして、自分が主体

的に家庭学習をするときに必要な手がかりとなるような情報を盛

り込むことを中心に、今準備を進めているところです。そのため

にも、特に小学校の先生方の意識改革をさらに図り、授業改善と

家庭学習の充実を推し進めていく必要性を強く感じております。 
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高橋市長 ありがとうございます。 

 

飯田委員 私は中学生を持つ父親として、今中２で、来年、この学力・学

習状況調査を多分受けると思うのですが、本当に家庭学習の重要

性、充実が学力の向上につながる大きな要因だと私も思っている

のですが、保護者目線から見ると、多くの保護者は、この学力・

学習状況調査の結果、また、正答率の数字をあまり重く受けとめ

ていないのではないかと思っております。 

また、保護者がこの結果を重く受けとめないことで、先生方の

意識の中でも、「調査だから」という考えになってしまって、こ

の結果を重く受けとめている方はそんなに多くないのではないか

と感じております。 

私たち保護者の意識の改善、そしてまた、先生方の教育水準向

上への取組、その情報交換などが今後必要だと私は思っておりま

す。 

 

教育部長 ご意見ありがとうございました。８月に一度、速報で市長にも

教育委員の皆様にも報告をさせていただきました。私は昨年度、

教育指導課長であったわけですから、今回いただいたご意見もし

っかりと真摯に受けとめたいと思っております。 

先ほど教育指導課長の危機感という言葉がありました。私もあ

えてこの危機的状況という言葉を使いますが、この状況を改善す

るために、まず私どもが着手しましたのは、２２名の学校長全員

に、校長として結果に対する見解、また、各校の取組ですとかレ

ポートの作成を依頼しております。さらに、編集をしまして各校

にフィードバックする形を８月中にとりました。 

先ほど片山委員から、各学校での取組の違い、そういったこと

もご指摘いただきました。それから、飯田委員からも再三ご指摘

いただいている危機感、こういったもの、取組の違いですとか特

徴など、危機感、そういったものを共有する目的でございます。 

レポートを読みますと、市長にも大変心配をいただいています

が、学校長の危機感は十分高まっていると判断しております。た

だ、小学校は学校の構造として、中学校は３学年ですが、小学校

は６学年、学年集団が６つになりますので、そうした組織の構造

も一因としてはあるのかと。牛田委員からもご意見いただきまし

た要因という点では、６学年集団へどうやって働きかけをするの

か、そこが一つ大きなポイントと考えています。 

また、髙槗委員からもご指摘いただきました学校の取組に関す
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る具体策、それから、飯田委員からもご指摘いただきました家庭

の部分につきましては、昨年度の結果を踏まえまして、昨年度の

今年度に向けた予算編成の中で、市長、教育長にも特段のご理解

をいただいた新規事業を今、来年度の調査に向けて、新たな学び

プロジェクトという位置づけをしっかりと持ちまして、各校の強

みと弱みをしっかりと見極めながら着々と進めているところでご

ざいます。引き続き期待に添えるよう、学校と協働して取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 

内田教育長 今、部長から学校長の危機感という話がありましたけれども、

実は昨日、園長・校長会があって、教育委員会として喫緊の課題

となっている学力向上について、校長先生方に私から直接話をさ

せていただきました。調査結果を１１月上旬にホームページに掲

載したのだけれども、市民の皆さんの関心が高いこと、それから、

この総合教育会議で市長、教育委員の皆さんに議論をいただくこ

とを伝えたところなんですね。 

今年度の結果で、中学校では、「話すこと」調査を含めて、英

語では全国平均に並んで、国語、数学が好きな割合も全国以上の

結果となっているけれども、引き続き危機感を持って対応してほ

しいということも言いました。 

また、昨年度ですけれども、県の教育委員会が自校の分析結果

を学校全体で共有して活用することについて、「よく行った」と

回答した学校が全国で４２．７％、ところが神奈川県は２０．６％

ということで、言うなれば半分にも満たない、分析結果の活用が

十分でないということを昨年も指摘をされています。 

そういうことも伝えて、特に、小学校では平均正答率の経年変

化で全国との差がさらに開く結果だということで、もう一度、校

長含めて全教職員で考えて実行してほしいのだと。学校長のリー

ダーシップを発揮してほしい、積極的に取り組んでほしいという

ことを昨日この会場で伝えました。 

いずれにしても、先生も子どもたちも意識が変わらないと結果

が出てこないという側面がありますから、引き続き意識改革につ

いて喚起をしていかなければならないということを実は思ってお

ります。 

 

高橋市長 ありがとうございました。やはり、教育水準の改善・向上とい

うのは、私自身、非常に大事なことだと思っていまして、最優先

に取り組んでいる施策の一つでございます。 
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そういうような中で、今年度、中学校の調査結果が改善された

というのは大変好ましい傾向ではありますけれども、ただ、これ

が単年度で終わっては何の意味もないわけで、これが継続して少

しずつステップアップしていくというようなことが重要かと思い

ます。今日皆様からいただいたご意見についても、特に、小学校

には伝えていただいて、教育水準の改善・向上の実現に向けて危

機感を持って取り組んでいただきたいと思います。 

この学力・学習状況調査は、当然のことながら、県内のみなら

ず全国と比較できる唯一のデータというようなことで、数字を絶

対視するという気持ちはございませんけれども、教育水準を測る

一つの指標、目安には当然なり得るわけでございますので、引き

続き教育委員の皆様には、お力添えいただくことをお願いいたし

まして、次の議題に移らせていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。 

―異議なし― 

  

【議題（２）食育の推進について】 

高橋市長 それでは次に、「食育の推進」を議題とさせていただきます。 

中学校完全給食をきっかけに、改めて食育の重要性が注目され

ているところでございますけれども、私自身もさまざまな場面で

発言させていただいておりますが、食育は生きる上での基本だと

いうことで、知育・徳育・体育の基礎となるものでございます。 

まずは、小学校における食育活動、そして、中学校完全給食で

食育を推進するための取組などについて、説明をしていただけま

すか。 

 

学校教育課長 それでは、食育の推進について説明いたします。 

現在、各小学校では、栄養教諭や栄養士が中心となりまして、

大人になっても健康的で充実した生活が送れるよう、さまざまな

工夫を凝らした食育活動が進められております。 

一例ですが、市内で収穫したそら豆を使うさやむき体験。この

さやは子どもたちが見て触るだけではなくて、五感を使って食材

を感じ、そして学んでおります。また、自分たちのもとに給食と

して届けられるまでには、生産者、配達員、そして調理員など多

くの人たちの努力と愛情がある、こういったことを知ることによ

って食に対する感謝の心が育まれております。 

昨年１２月、中学校給食について生徒会の皆さんに意見を聞く

機会がございました。そのときに、「生産者と一緒に農作業を行
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うことで苦労がわかり、給食の食べ残し防止にもつながる」、こ

うした意見が生徒の口からごく自然に出されたこと、これは、現

在行っている小学校での体験活動、また食育活動が確実に実を結

んでいることの表れではないかと感じております。 

最近、ある保護者から寄せられたエピソードがございます。あ

る日、学校から帰って来た子どもが「うでる」という言葉を知っ

ているかと母親に聞いたそうです。秦野では「ゆでる」ことを「う

でる」と言うんだよ。今日の給食で秦野のうでピーが出て、教わ

ったんだと、本当にうれしそうに、楽しそうに母親に報告したそ

うです。 

令和３年度の開始を目指しております中学校給食では、センタ

ー方式により給食の提供が決定されております。これまで小学校

給食が取り組んでいた自校方式におけるさまざまな食育活動、こ

うした成果もしっかりと受け継ぎ、また発展をさせることができ

ますよう、今度は中学生の年齢に合わせた中学生にふさわしい食

育活動について、学校や保護者とともに検討を続けていきたいと

考えております。 

 

高橋市長 小学校での食育活動については、今年の７月１日号の広報はだ

ので特集を組んで市民の皆さんにお伝えさせていただいたところ

です。その記事の中で、今、学校教育課長が言いました「うでピ

ー」を「ゆで落花生」というような紹介をさせていただいたので

すけれども、やはり地元でなじみのある、私自身もそれのほうが

なじみがあるんですが、「うでピー」という表記にすべきだった

かと思います。 

委員の皆様からご意見、ご質問があればお願いしたいと思いま

すが。 

 

髙槗委員 今、市長がおっしゃったように、私も「うでピー」のほうがし

っくりくるタイプなので、子どものころからよく食べておりまし

た。 

小学校の先生方が、さまざまな工夫をしながら食育活動を進め

られているということ、本当に大切なことだと思います。小学生

には、こういった小さなことが大きく心に響いて、郷土の食文化

を知ることで、地域を身近に感じ、ふるさとを愛する心にもつな

がるのだと考えております。 

また、農家と一緒に米づくりを行うなど、食育とは切り離せな

い農業への理解を深めているということは、子どもたちの心と体
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の両面で、大きな教育効果が期待できると思います。 

また、ＪＡはだのの女性部でも、健康で明るい豊かな生活の実

現を目指して、食と農に関するさまざまな活動に取り組んでいる

と伺っております。ほかにもさまざまな団体が食育活動を進めて

おりますので、これから、さらに学校と地域の協働による食育活

動が進めばいいと思っております。 

 

飯田委員 うでピーの話は本当に秦野らしくて、微笑ましいエピソードだ

と思います。 

それにちょっと水を差すような話で大変申しわけないですが、

落花生はアレルギーを引き起こしやすい食物だと聞いたことがあ

ります。落花生に限らず、保護者として食物アレルギーが本当に

心配なのですが、小学校の現状、また、対応についてお聞きした

いのでよろしくお願いします。 

 

学校教育課長 今、委員からご指摘がございましたとおり、落花生をはじめと

する食物アレルギーは大変増えております。今年５月１日現在の

データで申し上げますと、本市の小学校の児童数８，００６人の

うち、何らかの食物アレルギーを持つ子が５３６人、約６．７％

となっております。中学校では３，９８９人のうち３３７人で、

約８．５％、こういう状況です。 

ご参考までに、公立幼稚園８園では、５７２人のうち４２人、

約７．４％、幼小中いずれも、子どもの数全体においては１０％

近くの子どもたちが何らかの食物アレルギーを持っているとされ

ております。 

この「持っているとされている」という表現ですが、こうした

数は、保護者がもう既に把握していて、事前に園や学校に届けて

いる子どもたちの数です。ただし、最近、普段はアレルギーを持

っていない、持っているという自覚がない子でも、時々体調がす

ぐれないとき、急に強い運動をしたとき、突然アレルギーの症状

が出るような事例が増えております。こうしたところが学校施設

における食物アレルギー等の難しさと言えるかと思うのですが、

現在、各校では、食物アレルギー対応が必要な家庭に、医師の診

断を受けた上で、学校生活管理指導表を年度当初に提出してもら

っております。学校と保護者が面談して情報を共有し、その上で

それぞれの児童への対応を決定する、こうした取組を進めており

ます。 

また、学校給食会では、栄養士の意見等を集約し、本市の統一
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的な対応として小学校給食の食物アレルギー対応マニュアルを作

成しております。こうした関係者の共通認識のもと、適切な対応

に努めているところでございます。 

学校給食における食物アレルギー対応、これは各校の先生方が

最も神経を使い、また苦慮している課題であると認識しておりま

す。 

 

飯田委員 食物アレルギーに関する心理的、事務的な教職員の皆さんのご

負担、ご苦労は、本当に大変だと思っております。小学校給食に

ついては、関係者の皆様の長年にわたる努力の積み重ねによって、

マニュアルが作成されて、対応方針も共有されているようですが、

今度新たに開始する中学校給食ではどのような対応を考えている

のか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

中学校給食担当課長 飯田委員からのご質問にお答えいたします。 

学校給食センターの整備につきましては、民間主導による整備

を予定しております。受注業者の募集要件としまして、こちらか

ら食物アレルギーの専用調理室の設置、それから、上処理から調

理工程の分離、こういったことを求めましたところ、受注候補者

からは、専用調理室の設置に加えまして専用調理員の配置も提案

をいただいているところでございます。こういったハード面の整

備とあわせ、小学校がこれまで培ってきました食物アレルギー対

応のノウハウといったところを引き継ぎ、また、全国の先進事例

などを参考にしながら、学校現場とよく連携ししっかりと取り組

んでいきたいと考えております。 

 

高橋市長 アレルギー対応は、当然のことながら細心の注意を払わなけれ

ばならないということで、今、中学校給食担当課長から申し上げ

ましたように、現在も適切に対応していただいているわけですけ

れども、気を抜かずにしっかり取り組んでもらいたいと思います。 

ほかにいかがですか。 

 

髙槗委員 先ほど学校教育課長からの説明の中で、生徒の声として、「生

産者と一緒に農作業を行うことで苦労がわかり、食べ残しの防止

につながる」といった意見が紹介されました。すばらしい意見だ

と思います。また、地場産物を積極的に給食に活用していただく

ことにもつながると思いますので、中学校完全給食実施に向けて
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具体的な考えがあれば教えていただきたいのですが。 

 

学校教育課長 ただいまの食育と農業といったご指摘のとおり、学校給食を通

じた食育を推進する上で、地域の農畜産業との連携は不可欠だと

考えております。学校給食と農業の連携度合いをはかる指標の一

つとして、地場産物の使用割合がございます。現在、総合計画で

は、令和２年度の目標値を３３．０％と設定しておりますが、こ

れまでは３０％前後を行ったり来たりしているような状況でござ

います。 

これらを改善するために、中学校給食の施設整備に向けては、

懇話会の皆さんと教育部長、環境産業部長、またＪＡはだのの営

農部長にも参加していただいて、茨城県水戸市の先進事例を視察

してまいりました。こうした先進事例も踏まえながら、必要な食

材の種類や総量をできるだけ早く公表したいと考えております。

生産者の皆さんに、どういう状況で、どういう食材をどれぐらい

必要かと、具体的にできるだけ早くお示しすることによって、作

付計画等に反映していただきたいと考えております。 

また、収穫された農産物につきましては、できるだけ学校給食

センターが受け入れて給食に活用する体制を整備すること。その

ためには、当日だけではなくて、前日やそれ以前の納品も可能と

するような、例えば大型保冷庫のような設備の充実、こうしたこ

とも大切ではないかと考えております。 

これらにつきましては、今月１４日に開催されました市長と農

業経営士会との農政懇談会の場においても、さまざまなご意見、

またご要望を受けました。期待の大きさも直接感じているところ

でございます。学校給食センターの受注候補者からも、食育の推

進に関する提案事項が数多くございます。関係機関や民間企業の

力を借りながら、地元農畜産物の更なる活用に努めていきたいと

考えております。 

 

高橋市長 今、学校教育課長から説明もありましたけれども、私も先日、

農業経営士会の皆様と懇談をする際、中学校給食に関してさまざ

まなご意見、要望をお聞きしたところでもございます。「市民の

日」でも、会場内で若いお母さんと小学３年生のお子さんが、私

のところに来られて、「どうもありがとうございます」と言われ

るので、「何がですか」と言ったら、「この子が中学校になると

きには中学校給食ができる」というようなことで、お礼を言われ

たので、「いや、まだ実現はしていません。しっかり頑張ります。
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実現に向けて全力投球しますよ」とお話ししたのですけれども、

本当に市民の皆さんの期待の大きさというのは実感しているとこ

ろでございます。 

この中学校給食の完全実施は、まさに食育の観点から子どもた

ちの健康増進を目指すというもので、今、皆様方からのご意見、

ご質問のとおり、小学校給食、中学校給食とも、さまざまな課題

はあるわけですが、それ以上に市民の期待は非常に大きく、協力

も得ている事業でございますので、これからもオール秦野で、秦

野スタイルの中学校給食の実現に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。引き続き皆様のお力添えをよろしくお願いした

いと思います。 

それでは、次の議題に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

―異議なし― 

  

【議題（３）幼児教育のあり方について】 

高橋市長 それでは次に、「幼児教育のあり方について」を議題とさせて

いただきます。 

ご承知のように、１０月から実施された幼児教育・保育の無償

化の影響によりまして、公立幼稚園、こども園の園児数の減少が

懸念されることから、今後の幼児教育のあり方について改めて検

討を進めているわけですけれども、１１月に入りまして、応募状

況がわかり始めた時期ではないかと思いますので、その状況を踏

まえながら今後の方向性について意見交換を行いたいと思いまし

て議題とさせていただきました。 

それでは、来年度の入園児募集が行われていると思いますけれ

ども、まず、現在の状況について担当から説明をお願いしたいと

思います。 

 

教育総務課長 令和元年１１月１１日現在における願書の提出状況に基づきま

して、今年度の園児数と比較をしながら来年度の状況について説

明をいたしたいと思います。お配りしております資料２をご覧く

ださい。 

表の左側が今年度の１１月１１日現在の実際の園児数になりま

す。右側が、提出された願書数に基づく来年度の園児数となって

おります。幼稚園とこども園に分かれておりますが、公立幼稚園

の園児数につきましては、網かけしている部分に小計欄がござい

ますけれども、今年度の５７７人に対しまして、来年度、マイナ

ス９６人の４８１人、１６．６％の減少となっております。一方、
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こども園につきましては、今年度の園児数３１６人に対しまして、

マイナス２５人の２９１人、７．９％の減少。これを両方合わせ

ますと一番下の合計欄になりますが、今年の８９３人に対してま

して、来年度７７２人、１２１人減少となっております。 

これに対しまして、市内の４～５歳児の人数がどうであったか

というところですけれども、今年度２，２３４人に対しまして、

来年度が２，１６４人、７０人、３．１％の減少であることを踏

まえますと、先ほどの園児全体の数字はマイナス１３．５％の減

少ということになりますので、減少幅が大きいということがおわ

かりいただけるかと思います。また、４歳児の就園率という部分

に着目してみますと、公立幼稚園が３６．２％から２９．９％に

減少、こども園につきましては４０．５％から４０．２％でほぼ

横ばいの状態である。こういったことを考えますと、幼稚園のほ

うが減少幅が大きいということがわかります。 

一番右端の増減率の欄をごらんいただければと思います。こち

らは園児数を比較した増減率を示したものですが、園別に見ると、

上から、本町、南、東、大根の減少率が大きくなっております。

本町はかろうじて２クラス、それ以外は１クラスという状況にな

っております。 

大根幼稚園につきましては、もとの人数が少ないために、減少

率が２５％と大きくなっているのですが、実際の園児数としては、

年少で見ると２０人から１５人という５人の減少なのですけれど

も、年少が１５人、年長が２０人、全体で３５人という状況で、

他園に比べて非常に園児数が少ないという状況になっておりま

す。 

資料を１ページおめくりいただきまして、カラーの資料を参考

までにつけております。こちらは、それぞれの幼稚園の園区があ

ったころの地域に実際に住んでいる４歳児、５歳児の人数と公立

の幼稚園、こども園に入園している園児数の比較の表としまして、

平成２０年から５年刻みで令和５年、令和１０年につきましては、

推計値ということで出したものになります。 

例えば、西幼稚園を見ていただきますと、濃い色と薄い色とで

長い棒グラフになっているかと思いますが、２５０をちょっと超

えているところ、これは２５７人ですけれども、これが地域にお

住まいの４～５歳児の数ということになります。それの中の濃い

赤い部分が実際の在園児数ということになりまして、平成２０年

度につきましては、２５７人に対して実際の園児数が１３２人で、

割合は５１．４％となります。一番右端の黄色い部分が、こちら
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が令和１０年の推計値ですが、地域のお子さん１３１人に対して

園児数が５２人ということで、３９．７％の就園率。この棒グラ

フの割合で、実際に地域のお子さんがどのぐらい公立の幼稚園、

こども園に入っているかという動きが見ていただけるかと思いま

して、参考としてつけさせていただきました。 

 

高橋市長 増減率の欄を見ると４～５歳児ともに軒並み減っているという

ところですが、この減少幅はどう捉えているのでしょうか。想定

の範囲内なのか、そのあたりの感触はいかがなものなのでしょう

か。 

 

教育総務課長 想定の範囲内かどうかというところは難しいところがあるので

すけれども、先ほども申し上げましたが、市内の４歳児の減少率

に対して、実際の入園を予定している年少児の減少率を見ると、

その要因の一つには無償化の影響があるのかなと考えているとこ

ろです。 

本町と東の減少率の大きさは、これはちょっと想定外だった部

分となります。 

 

髙槗委員 今、無償化の影響が出たというようなお話ですけれども、公立

幼稚園からどこに流れたかという分析はできているのでしょう

か。 

 

教育総務課長 現在、公立こども園の２号認定の受付が１１月末までというこ

ともありますし、また、私立の園の状況はつかめていない状況で

すので、分析はできてはおりません。しかし、こども園の状況を

見ていただくと、５園中３園で４歳児の人数が増えている、また、

無償化が始まった１０月の時点でも幼稚園からこども園に移って

きた子が実際に何人かいるという情報も入っていますので、こう

いったことを考えますと、無償化を契機として働く方が増えてい

るといったところですとか、同じ１号認定というところを比べた

中で、こども園では、給食が提供されるといったところなどもあ

って、一部幼稚園からこども園へ流れている傾向があるのかなと

見ているところです。 

 

高橋市長 今、願書の受付状況の説明がありましたけれども、この数字を

お聞きになって、委員の皆さんはどうお感じになられたのでしょ

うか。 
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髙槗委員 私の経験としては、公立幼稚園に通うのが当たり前の時代に育

ち、また娘もそういう時代でしたので、来年度ここまで園児数が

減ってきていると聞くと、やはり寂しい気持ちがします。公立の

幼稚園というのは、昔から地域に根差した教育をしてきたと思う

のですね。先生の経験も、民間に比べますと長く、近くて安心し

て預けられるという感じを持っております。また、秦野市の幼小

中一貫教育を進めてこられた背景には、幼稚園と小学校が近いと

いうことが大きな要因になっているのではないでしょうか。 

また、園児数の減少で施設の見直しは必要だと思いますけれど

も、こうした幼稚園のよい部分というものは、ソフト面でカバー

していただいて、しっかりと継承していってほしいと希望します。 

 

飯田委員 まだ受付途中ということで多少は増えると思うのですが、半数

以上の園で年少が１クラスになっているというのは、無償化の影

響があるとしても、秦野の公立幼稚園の歴史を考えるとショッキ

ングな数字だと思っております。 

今、髙槗委員からも幼小中一貫教育という話が出ました。秦野

市が平成２３年度から全市的に取り組んでいます幼小中一貫教育

のメリットを保護者にアピールしていただいて、どうか秦野の幼

児教育を継承していただきたいと思っております。 

そしてまた、無償化の対象が３歳からなので、来年の４月を待

たずにまた民間の施設などに入園している子どもさんたちもいら

っしゃるのか、その辺をお聞きしたいです。 

 

教育総務課長 今の件につきまして、直接はデータが出ているわけではないの

ですけれども、３年保育に対する保護者のニーズというのは非常

に高いと認識をしております。そういったところから、保育料が

原因で公立幼稚園を選択していた方が、無償化をきっかけとしま

して、今年の４月から、３年保育を実施している園を選択してい

るというケースは少なからずあるのではないかと考えておりま

す。 

 

牛田委員 私も今の髙槗委員のお話のとおり、秦野の歴史ある幼児教育を

考える中で、資料２の数字を見ますととても複雑な心境になるの

ですけれども、今、髙槗委員が言われたとおり、配置の見直しも

含めまして何らかの形で具体的な施策を考えていかなければいけ

ないかと思っています。 
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今思い出したのですが、以前、たしか大根幼稚園と大根小学校

の施設の一体化というのが議論されていて、今は保留になってい

ると私は理解しているところです。今のこの資料２を改めて見て

みますと、先ほど教育総務課長からもお話がありましたが、大根

幼稚園の令和２年度の園児数は３５名、そして、充足率は 

１１．１％ということになっています。ほかの園に比べて園児数

が少ないのですが、このようなところを踏まえまして、今後の取

り扱いについて現在どのようにお考えになっているのか、少しお

話をお伺いしたいと思います。 

 

教育総務課長 ご質問がありました大根幼稚園につきましては、平成２９年度

から年少、年長ともに１クラスという状況が続いております。ま

た、その１クラスの園児数も毎年減少しているという状況です。

また、過去に推計した園児数に対しまして、大根幼稚園につきま

しては、現在の数字のほうが低く推移してきている状況にありま

すので、幼児教育上必要な集団性というところからも何らかの対

策が必要であると考えております。 

前回の施設一体化の計画の際には、保護者の方からさまざまな

意見をいただいております。そういった意見などを踏まえながら、

今回進めている幼児教育のあり方の検討の中で、大根幼稚園につ

きましても改めてしっかりと考えていきたいと思っております。 

 

内田教育長 今、教育総務課長から大根幼稚園の状況についてお答えしたの

ですけれども、過去の園児数の推計数よりも少ないということで、

このまま看過できないとは思っているのですね。 

ご承知のとおりですが、１０月から幼児教育が無償化になるか

ら、その動向を見極めたいということで、園児数の状況ですとか

保護者の皆さんの意識の変化、そうしたことも踏まえた上で、検

討してきた施設一体化について保留とするということで、今年の

２月に保護者の皆さんに一旦説明をしました。 

その結果として、今、先ほど来報告があるように、大根がこう

いう状況で、そういうことも踏まえた上で、あり方の検討委員会

の中で今後の幼児教育のあり方の検討をしていただいていますか

ら、できるだけ早い時期に具体策をお示ししなければならないの

だというようなことは、現時点では思っております。 

 

牛田委員 今、教育長からお話がありましたけれども、この資料２を見て

いますと、大根幼稚園に限らず、全体的に園児数が減少化の一途
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をたどっています。そんな中で、やはり集団性の確保を含めまし

て、施設のよりよい健全な運営という観点から、私自身も何らか

の対策が必要ではないかと感じているところです。 

その手法については、上幼稚園のような小学校との施設の一体

化、あるいはみなみがおか幼稚園で実施されたような公私連携に

よるこども園化などいろいろありますけれども、ほかにも幅広い

視点から検討していただいて、地域や保護者の方々の理解が得ら

れるような進み方について、難題ですが探っていただきたいと思

います。 

 

片山委員 先ほど教育長のお話の中にあったのですけれども、あり方検討

委員会というのは、現時点でどのような意見が出ているのでしょ

うか。 

 

教育総務課長 まず、牛田委員からいただきました今後の大根幼稚園を考える

ときの手法につきましては、前回の施設一体化計画の際には、保

護者の方からは、安全面を心配するご意見をたくさんいただいて

おります。いろいろな場面で、今回の検討というのはゼロベース

からの検討であるということをお話しさせていただいておりま

す。言われるように、施設一体化ありきではなくて、改めてさま

ざまな手法を検討する中で、この取組が教育的に効果があるとい

うことを、保護者や地域の皆さんに理解していただける内容にし

ていきたいと考えております。 

そして、片山委員からいただきました現在の幼児教育のあり方

の検討状況につきましては、園児数の状況から、こども園を含め

た中で施設数を考えていく必要があるということですとか、あと、

先ほどもありましたが、保護者からニーズの高い３年保育をどう

するのかということ、また、民間園におきましても、幼稚園から

小学校への接続の重要性という認識が高まっていることから、市

という立場として、秦野の幼児教育をどう考えていくのか、牽引

役を果たしていくことが必要であるのではないか、そうした場合

に、その手法はどうしていくのかというようなことなどについて

検討を進めている状況です。 

また、１０月には保護者アンケートを実施いたしまして、現在

その集計を行っているところでもありますので、その結果分析を

行う中で、保護者ニーズもしっかり押さえていきたいと考えてお

ります。 
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内田教育長 今、教育総務課長からアンケートという話もありましたけれど

も、今後の公立幼稚園に求められる保護者の皆さんの意向がどう

いうところにあるのかということも慎重に見極めなければならな

いと思っております。 

また、それ以上に、全体の園児数の減少もそうなのですけれど

も、大根幼稚園の置かれた状況、現状、先ほど報告ありましたよ

うに、申込み数が１５名、年長が２０名、合わせて３５名という、

それぞれ１クラスという状況を見ますと、今後の園のあり方につ

いて、何か危機感を感じて対応を考えなければいけないのではな

いかと思っております。 

先ほど牛田委員から、施設の一体化あるいは公私連携という方

法以外も含めて幅広い視点から検討をというご意見をいただいた

のですけれども、一定の答えを早く出したいということを思って

います。 

 

牛田委員 今、教育総務課長、それから教育長からお話がありましたけれ

ども、私もやはり同じような考えを持っています。地域性とか、

今の教育長から保護者ニーズという話もございましたけれども、

そういったものをしっかり精査、それから分析をされて、また、

先ほど教育総務課長からも話がありましたが、子どもたちの安全

面、それから、教育活動の充実、それらを含めまして、施設のよ

りよい健全な運営というところを軸に、幅広い視点からご検討い

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

高橋市長 ありがとうございました。ご承知のように、秦野市の公立幼稚

園の歴史というのは、大正２年から始まって１００年以上に渡っ

て秦野市の幼児教育の中心的な役割を果たしてきたわけですけれ

ども、その間にいろいろ社会情勢も変化しておりまして、公立幼

稚園の現状が、今の世の中のニーズとマッチしなくなってきてい

る部分が多々見受けられるような感じがいたしますので、こうし

たことでやはり就園率が低くなっていると。 

ちなみに、先ほど髙槗委員がおっしゃいましたけれども、公立

幼稚園が当たり前の時代というのが、４０年前には８０％を超え

ていたのですけれども、今、数字が４割を切ってしまうという状

況でもあります。そういう中で幼児教育・保育の無償化という新

たな転換点を迎えているわけでございますので、これまで築いて

きた秦野の公立幼稚園の歴史も大切にしながら、一方では３年保

育の必要性といった、これは市政懇談会で私も直接そういうお話
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を伺っておりますけれども、そういう時代に合った幼児教育のあ

り方について、ゼロベースでしっかり検討していただきたいと思

います。 

時間的なものもあります。やはりスピード感を持って、大変だ

とは思いますが検討していただきたいと思います。 

今日は、教育委員の皆様からさまざまな意見をいただき、どの

意見も本当に貴重な、大変重要なご意見でございます。何よりも、

教育的効果をどう考えるかということが重要であるということを

再認識したところでございます。 

今後の秦野市の幼児教育の方向性を決める大変重要なテーマだ

と思いますので、多くの方の意見をいろいろお聞きしながら、し

っかり議論を深めていただくようお願いしたいと思います。 

この議題については、この辺にとどめてよろしいでしょうか。 

―異議なし― 

 

 

高橋市長 

【議題（４）教職員の働き方改革について】 

では、次の議題に移りたいと思います。 

次に、「教職員の働き方改革について」を議題といたします。 

この件につきましても、学校教育の根幹にかかわる大変重要な

事項でございます。前回の総合教育会議でも議題といたしました

が、教職員の働き方改革について、現状をお聞かせいただければ

と思います。 

 

内田教育長 今、市長から学校教育の根幹にかかわる重要な事項という発言

をいただいたのですが、教育長という立場からしますと、大変う

れしいということ、ありがたいということでございまして、まず

は、子どもたちの手本となる先生が、明るく元気であるというこ

とが、学校教育の原点、全てそこから始まるのだという思いがあ

ります。 

実は、秦野市は特に中地区の３市２町でも、あるいは全県下で

も、他市に先駆けて学校業務改善方針を策定して、それをもとに

して、予算化についても、学校業務の改善推進事業費を計上して

大多数を予算化していただいた。特にその中でも、スクールサポ

ートスタッフについては、神奈川県は県立学校に既にありました

けれども、市町村では何しろ一番で行っていただいたという、こ

れは非常に感謝しなくてはいけないなと。 

それにあわせて、実は神奈川県の教育長にも、先日、小田原市

の教育長も直接知事にお願いに行かれたそうですが、来年度は予
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算化してほしいと。国が制度を持っているのだから、ぜひ県も見

てほしいということで、前向きな姿勢は示していただきましたけ

れども、そういう意味では、先行してやっていただいたことによ

って、なぜ県がそういう制度を持ってくれないのだという訴え方

ができましたので、大変ありがたいと思っていまして、市長には

大変感謝しなくてはいけないと思っています。 

いずれにしても、教職員課長から案件上の取組について説明を

させたいと思いますので、お願いいたします。 

 

教育部参事兼 

   教職員課長 

私からは、今お話がございました学校業務改善の推進状況、働

き方改革の状況につきまして報告をさせていただきます。 

まず、６月から全校で取り組んでいるＩＣカードを使った在校

等時間の把握状況を報告いたします。６月から９月までの４カ月

の集計結果では、長時間勤務の一つの目安であります時間外勤務

時間が月８０時間を超える教職員は、月平均で、小学校が約３８

人、中学校が約７６人でした。全体に占める割合は、小学校では

８．５％、中学校では２６．３％となりました。 

昨年１２月に同様の調査がございましたが、時期が異なってお

りますので、また前年度比較はできないために、改善評価は１年

後となりますけれども、今回は５月に発表となった横浜市の前年

平均と比較いたしますと、横浜市では小学校８．１％、中学校 

３２．８％という状況でございました。ですので、この値を本市

のこれまでの４カ月分と比較しますと、小学校ではプラス０．４

ポイント、中学校ではマイナス６．５ポイントという状況になり

ます。 

次に、先ほど教育長からも触れていただきましたスクールサポ

ートスタッフにつきましては、７月から各中学校区への配置を始

めまして、学校の業務ですが、必ずしも教師が担う必要のない業

務、事務作業に当たっていただいております。スタッフは教員Ｏ

Ｂを中心に任用しておりまして、即戦力として、また、教師が担

う業務の明確化、適正化を進める観点からも学校現場からは大変

喜ばれております。 

なお、この事業は、国の学校における働き方改革において、多

様なスタッフの配置促進として環境整備の一つに位置づけられて

おりますが、先ほど教育長からもございましたが、市町村に対す

る県の取組が十分ではありませんので、県に対して、国の制度を

活用したスタッフ配置について取組を進めていただくよう要望し

ております。 
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最後に、１０月２３日付で各課長の皆様に、教職員の働き方改

革に向けてお願いの文書を出させていただきまして、所管する行

事、会議、学校依頼事項等の軽減などについて検討をお願いいた

しました。 

 

内田教育長 １０月２９日に県下の教育長が集まる会議があって、その中で

各市の教育課題の情報交換を行ったのですけれども、その中で、

留守番電話ですとか出退勤管理システムの導入、それからスクー

ルサポートスタッフの配置、こうしたことが、これから実施する、

あるいは試行するというところがあって、本格的にやっていると

ころはまだそんなに多くない。特に出退勤管理システムは、意外

と金額的に安価にできるということで、そのときに私も発言した

のですが、そういう認識を持っている教育長が少なかった状況も

あります。 

ですから、この働き方改革について、皆さんがもう少し同じよ

うな感覚になりますとほかのところも進んでいくのかと思ったの

ですが、逆に「秦野は進んでいていいね」という発言もいただい

たような状況で、そういう意味では、県内でも先ほど言ったよう

に進んでいる。だけれども、まだ１００％十分かと言うと、そう

いうわけではない。ですから、先ほど言いましたように、スクー

ルサポートスタッフが県に要望して検討中だという話もありまし

たから、さらに、これについては、市長からも県知事部局にもそ

うしたお願いを是非していただければありがたいと思っていま

す。 

 

高橋市長 そうですね。県要望を毎年やっているのですけれども、今年も

伺いまして、このスクールサポートスタッフの関係を含めて、秦

野市の要望を中島副知事にはしっかりお伝えさせていただきまし

た。国の制度があって、県がそれを活用しないから市が利用でき

なくて単独でやるというのも、ちょっといかがなものかというこ

とで、直接お話をして、そのとおりですねという話はされており

ましたので、我々も期待しているところです。 

いずれにしても、説明にございましたように、ＩＣカードの導

入、それから、スクールサポートスタッフの配置などによって、

教職員の働き方改革が着実に進んでいるようでございますので、

今後の取組にも期待をしたいとも思いますし、また、要望につい

ても、引き続き県にしっかり私の立場からも伝えて、この実現に

向けて努力したいと思います。 
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ただいまの説明に対して、委員の皆様からご意見、ご質問など

があればお願いしたいと思います。 

 

飯田委員 スクールサポートスタッフ、先ほど教職員課長のお話の中でも、

現場から大変喜ばれているということですが、具体的にどんな効

果があらわれているのか、ちょっとお聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

教育部参事兼 

   教職員課長 

まず、具体的な業務の主なものを紹介しますと、児童生徒、保

護者へのさまざまなお知らせの印刷から始まりまして、それをク

ラスごとに仕分けすることや、外部からの配布物についての仕分

けなどの事務作業、このほか、教室に入りづらい児童生徒、体調

不良で保健室で休んでいるなどの子どもたちへの寄り添い、見守

り、相談などの学校運営全般にわたりまして大きな力となってお

ります。 

特に現場からは、スタッフは教員のＯＢがほとんどでございま

すので、仕事が頼みやすいということや細かい指示をしなくても

要領、勝手がわかっていらっしゃるなど、お声をいただいており

ます。学校運営、学校事務の大きな即戦力となっていただいてお

ります。 

そして、効果でございますが、こうした業務、雑務に携わって

いただいていることによりまして、教員の授業準備、それから、

休み時間など生徒にかかわる時間の確保につながってございま

す。雑務に追われる負担が減り、教員の心の安定やストレスの軽

減にも結びついているということでございます。 

 

髙槗委員 今、一部では「学校はブラック企業だ」なんて言われていると

いうことを耳にしたことがあります。今年の２月に文科省の研修

で伺った話なのですけれども、教師を目指している学生が、長時

間労働という現実に直面したときに、教師になることを諦めてし

まう。それで、地方の学校では先生のなり手がなかなか集まらな

いということで、将来、優秀な先生の獲得ということに対して強

い危機感を持っておられるという声があちこちで上がったのです

ね。 

先生のなり手不足という現状では、働き方改革ということがど

のくらい進んでいるかというのは、職業選択に当たっての大きな

判断材料になるのではないかと思っております。 

秦野市の教職員の働き方改革が他市よりも進んでいるというこ
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とを聞いて、そのような効果も出てきているようなので、引き続

きこれを推し進めていただきたいと思っております。 

 

高橋市長 ありがとうございました。学校が多くの地域の人に支えられて

いることが、子どもたちの健やかな成長あるいはよりよい教育環

境づくりにつながるとも思いました。また、子どもたちの学力向

上を図っていく上で、教職員の働き方改革というのは非常に大切

な視点だと思いますので、引き続き改革の実現に努めていただく

ようお願いしたいと思います。 

ほかに質問、ご意見等ございますか。特によろしいでしょうか。 

それでは、この議題については終了して、次に移らせていただ

きたいと思いますけれども、よろしいですか。 

―異議なし― 

 

 

高橋市長 

【その他（１）震生湖の国登録文化財に向けた取組について】 

それでは、その他といたしまして、まずは「震生湖の国登録文

化財に向けた取組について」、説明をお願いしたいと思います。 

 

 生涯学習課長 震生湖につきましては、大正１２年の関東大震災により誕生し

てから令和５年で１００周年を迎えるに当たりまして、国登録文

化財の登録に向けた取組を行っておりまして、本日はこれまでの

経過について説明をさせていただきます。 

まず最初に、震生湖の国登録に向けた説明会を本年７月１日に、

出雲記念館を会場として、地権者の方、それから地域の方々を対

象に開催いたしました。合計３３名の参加をいただきました。ま

た、連携してこの事業に取り組んでおります中井町からも、生涯

学習課長、それから産業振興課長の参加をいただきました。 

その後、意見具申に必要となる土地所有者の方の承諾を得るた

め個別に訪問をしておりまして、登録の趣旨を改めて説明すると

ともに、承諾書の取得に現在努めているところでございます。 

さらに、地元の機運を高めるための事業を開催しておりまして、

先月の１０月２６日の土曜日に行いました現地見学会におきまし

ては、４９名の参加をいただきました。このときも、中井町から

も生涯学習課長の参加をいただいております。 

そして、明日の１１月２３日の土曜日には、地元の南公民館を

会場といたしまして、文化庁の柴田伊廣技官をお招きいたしまし

て、天然記念物や震災遺構の保全と活用についての講演会、それ

から、地質学の専門家や地元南地区の方、市職員によるパネルデ
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ィスカッションを開催する予定でございます。 

以上でございます。 

 

高橋市長 震生湖の１００周年に向けて、機運醸成を図りながら盛り上げ

ていってほしいと思います。 

そのほかの国登録文化財について、何か動きがありますか。 

 

文化スポーツ部長 平成２９年度から国の登録有形文化財の登録手続を進めてきま

した蓑毛地区にあります緑水庵について、先週の１１月１５日に

開催された国の文化審議会において、造形の規範となる建造物と

して登録するよう答申がございました。緑水庵は旧芦川家住宅の

母屋として昭和５年に今泉地内に建築されまして、平成３年に現

在地に移築をいたしました。本市の葉たばこ農家住宅の典型例で、

葉たばこ耕作にかかわる貴重な遺構でもあると思っております。 

この答申を受けまして、文部科学大臣が来年３月ごろに登録を

決定することになりますが、これによって、市内の国登録文化財

は、緑水庵を含めますと全体で１５件、内訳としては、建造物の

国登録有形文化財が１４件、そして、曽屋水道の国登録記念物が

１件という状況になります。 

それから、今後の取組についても少し触れさせていただきます

が、本町四ツ角周辺には、ちょうど平成２９年度に国登録有形文

化財となりました宇山商事店舗兼母屋、それから、五十嵐商店店

舗兼母屋と同じように、明治末期から昭和初期にかけての貴重な

歴史的建造物が数多く残っております。現在、担当課において所

有者の方に、国の登録文化財制度の概要説明をしておりまして、

これに対して、登録に対し内々の承諾を得られた建造物は８棟ご

ざいます。来年度はこの８棟について、登録に向けた調査などを

再度行いまして、登録手続を進めていく考えでおります。 

引き続き、本市の貴重な歴史文化資源を掘り起こしまして、そ

こに光を当てて、その保存や活用に努めながら、まちづくりや地

域の活性化に役立てていきたいと考えています。 

 

高橋市長 ありがとうございます。震生湖あるいは取組を始めたという四

ツ角周辺にある近代建造物も含めて、文化財の積極的な活用を図

ることが、やはりまちづくりあるいは地域に関心を持っていただ

くことに非常に大きな効果があると思いますので、今後も、登録

や指定に向けての取組をしっかり進めていってもらいたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
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教育委員の皆様からご意見、ご質問ございますか。よろしいで

すか。 

無いようでございますので、次に移らせていただきます。 

 

 

高橋市長 

【その他（２）読書バリアフリー法について】 

それでは、「読書バリアフリー法について」、説明をお願いし

ます。 

 

図書館長 それでは、図書館の関係といたしまして、本年６月２８日に視

覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、通称読書バリ

アフリー法が施行されました。資料３により、その内容等につい

て簡潔に説明させていただきたいと思います。 

まず、この法律の目的ということですが、視覚障害者、発達障

害者、肢体不自由などの障害により、書籍について、視覚による

表現の認識が困難な人々の読書環境の整備を総合的かつ計画的に

推進し、「障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通

じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に

寄与すること」となっております。 

基本理念といたしましては、アクセシブルな、これは利用しや

すいと読んでいただければいいと思うのですけれども、電子書籍

等が視覚障害者等の利便性の向上に著しく資することに鑑みまし

て、その普及が図られるとともに、視聴覚障害者等の需要を踏ま

え、引き続きアクセシブルな書籍が提供されること、また、アク

セシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上が図られるこ

となどとなっております。 

また、地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の実情を

踏まえて、施策の策定・実施をする責務を有するということにな

っております。 

基本的施策としましては、視覚障害者等の図書館利用に係る体

制整備等やインターネットを利用したサービス提供体制の強化な

どということが上げられております。 

それら法律ができたわけですけれども、本市の図書館の視覚障

害者等への現状の取組を少し申し上げますと、点字図書や大活字

本、これらはそれぞれ１，０００冊ちょっとずつ蔵書して保有し

ております。また、デジタル録音図書が１００点ちょっとござい

ます。これらの本を提供しているということでございます。また、

赤十字奉仕団などから点字図書や拡大写本などの寄贈を受けた

り、あるいはデジタル録音図書の作成を行っていただいていると
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いう形で、そういった団体との連携をとりながら進めております。 

また、図書館内に対面朗読を行うための「ともしび室」という

部屋が設置されていますが、ボランティアによりまして、利用者

の希望する本の対面朗読を実施しています。平成３０年度は２５

回の利用があったということでございます。 

このような本市の取組を従来からやっておりますけれども、ち

なみに、他の公共図書館の状況ですが、県央地区との情報交換の

中で、各図書館ともに、特にこの法律の施行に伴う、法律にあわ

せて新たな取組をするというようなことは、今年の８月時点です

がないということでしたけれども、既に郵送や宅配による資料提

供、あるいは電子書籍を運用している、そういった公立図書館も

ございます。本市の図書館では、今取り組んでいる点字図書や大

活字本、デジタル録音図書など、これらの利用を高めていくこと

と、資料や情報の入手に困難のある人たちの情報環境の改善に向

けて、例えば、郵送、宅配などによる資料提供や、あるいは電子

書籍の導入などといったＩＣＴを活用した新たな読書環境の整備

についても今後検討していく必要があるのではないかと考えてお

ります。 

 

高橋市長 ありがとうございました。時代の流れとともにＩＣＴを活用し

た事業が拡大しているという中で、読書の分野においてもそうし

た環境整備が必要になってきているのかと思います。これからの

図書館の果たすべき役割を考えて、あらゆる人たちの読書環境が

向上するよう取り組んでいってもらいたいと思います。 

教育委員の皆様からご意見、ご質問ございますか。よろしいで

すか。 

それでは、これで予定の議題については全て終わりましたが、

せっかくの機会でございますので、委員の皆様から何かご意見、

ご質問などがあればお願いしたいと思います。 

 

飯田委員 こういう機会なので、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

通学路の安全確保についてお尋ねしたいと思うのですが、全国

的に、登下校中の子どもたちが地震、昨年度ですか、大阪でブロ

ック塀が倒壊して女子児童が亡くなったり、交通事故などの災害

に巻き込まれる例が後を絶たないように思います。そうした報道

を耳にするたびに、保護者として大変胸を痛めております。 

通学路については、市民、保護者の関心が非常に高く、地域の

方々が登下校を見守っている姿をよく見かけます。各地区の市政
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懇談会に取り上げられたり、また、所管する学校教育課には、通

学路に関する問い合わせが市民、そして保護者から日常的に寄せ

られているとお聞きしております。現状、また、取組についてお

聞きしたいと思いますが、その辺をよろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長 通学路については、学校並びにＰＴＡの皆さんが毎年度、実施

している通学路の現地調査の結果、危険性が高く、改善が必要と

判断された場所は、教育委員会に「改善要望書」として提出され

ます。 

今年度は既に、小中学校合わせて７４か所の改善要望が提出さ

れています。 

これを受けて学校教育課では、担当者が現地を確認し、図面や

写真を整理した上で庁内関係部局及び秦野警察署と合同調査を実

施しています。 

今年度の７４件の要望箇所につきましては、現時点で４か所は

既に対応済みで、１３か所は今年度中の対応を、２５か所は、来

年度以降の対応を予定しています。 

そのほか対応できない又は対応が困難と判断した場所が３２件

ありますが、グリーンベルトの設置などハード面での対応は市長

部局の建設部が中心となり、また横断歩道や標識の設置などは秦

野警察署に依頼又は上申するなどして、環境整備に努めています。 

なお、今年度の要望箇所数の７４件は、昨年度の５９件に対し

て１５件ほど増加していますが、これは飯田委員ご指摘のとおり、

全国の通学路において痛ましい事件や事故が多発しているため、

保護者や市民の関心が一層高まっていることの表れと受け止めて

います。 

 

飯田委員 ありがとうございます。 

私も車で市内を移動しながら、最近は各地区でグリーンベルト

が増えたことを実感しています。 

また昨年度は、全庁を挙げてブロック塀の調査が実施され、撤

去や改修が進められたことなど、市長はじめ担当職員の皆さんの

ご努力にお礼を申し上げたいと思います。 

学校教育課長の説明の中で、「要望箇所のうち対応できない又

は対応が困難な箇所」が相当数あるとのことでしたが、それはど

のような案件で、またどうして対応できないのでしょうか。 

 

学校教育課長 対応できない又は困難と判断している案件の多くは、横断歩道
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の設置、信号機の増設、または道路標識の設置など、道路や交通

に関する法令や基準によって対応が困難なものが中心となってい

ます。そのほかには、民有地へのカーブミラーの設置、道路又は

歩道の拡幅など、いずれも地権者や地域の皆さんのご理解、ご協

力がないと実現できないものとなっています。 

また、通学時間の車両の通行禁止や一方通行のように、住民の

皆さんに一定程度制約を課す必要があるものについても、対応が

できない、困難であるとなっています。 

 

飯田委員 確かに通学路に指定されている生活道路などは、民有地との兼

ね合いで、いま以上の拡幅や整備が困難であることは分かります。 

言い換えれば、道路の拡幅や整備が行われる場所については、

現時点で通学路に指定されていなくても、子どもたちの利用を見

据えた歩道の設置やグリーンベルトの整備が行われることで、整

備後は指定可能となり、保護者や学校の選択肢が増えることにも

つながります。 

様々な課題や制約があるとは思いますが、高橋市長並びに担当

職員の皆さんには、引き続きの対応をお願いいたします。 

 

高橋市長 学校教育課長が説明したとおり、道路の整備、あるいは危険ブ

ロック塀の撤去などは、地権者や所有者である市民の皆さんの理

解と協力が不可欠です。 

市長部局の職員もいろいろと努力しておりまして、例えば長い

間懸案となっていた通学路のブロック塀についても、担当職員が

相当粘り強く所有者のところに伺って、いろいろお話をさせても

らった結果、撤去に至った例もございます。 

ただいまの飯田委員からの評価と激励を受け止めて、今後も秦

野の子どもたちと市民の皆さんが、安全で安心して利用できる道

路行政の更なる充実に努めていきたいと考えております。 

時間もだいぶ経過しましたので、よろしければ、この辺りで本

日の会議を終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

―異議なし― 

高橋市長 本日は、多くの議題に対し、貴重な御意見をいただき、ありが

とうございました。 

私は、「５つの誓い」の公約の中で「中学校給食の完全実施」、

「教育水準の改善・向上」を最優先課題ということで掲げており

ます。 

これは、持続可能なまちづくりを進めていくうえで、秦野の未
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来を担う、子どもたちの健やかな成長は、欠かせないものであり、

教育はその根幹であると認識しているからでございます。 

本市の教育活動を着実に推進していただいております教育委員

の皆様には、これからも引き続き、お力添えを賜れればと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

本日は、長時間にわたり、大変ありがとうございました。 

 

教育部長 どうもありがとうございました。 

以上をもちまして、令和元年度第２回総合教育会議を閉会させ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

 


